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〈研 究 ノー ト〉

地理情報を利用 した探索的データマッチングの試み

経済学科 小 川 浩

要 旨

近年,個 票 を用 いた分析がかな り一般的 なものとなってきてい る。 しか し,自 分 で行った調査以外 では

個票 デー タに含 まれている情報 だけでは分析 目的 には不足 することが多い。その場合,何 らかのキー情報

を用 いて他 の調査 とのデータ結合 を行 うことになる。再集計 のために個票を用 いるのであれ ば,集 計する

範囲での特性値が ある程度の誤差範囲に収 まれ ば問題 ないが,個 人の行動分析 のため に個票データ自体 を

分析対象 とす る際 には可能 な限 り正確 な推定値 を与 えるデータ結合 を行 う必要が ある。

本稿 では 「全 国消費実態調査」の資産データか ら土地評価額 を計算 するために地価情報(地 価公示 ・地

価調査)と 組 み合わせ た例 を用いて,マ ッチ ング過程で地理情報 を援用す ることによ り,推 定が改善 され

る可能性があることを示 した。

1.マ イクロデータ分析における複数データソース結合時の問題点

近年,SSJデ ータアーカイブ1)や政府統計 ミクロデー タの試行的提供2),消 費生活に関するパ ネル調査3)

などによ り個票データが利用可能 になって きたこ とをうけ,集 計データではな く個票 を用 いた分析が わが

国で も一般化 しつつある。 しか し,各 調査はそれぞれの 目的のために設計 されているため,再 集計 あるい

は再分析 を別の 目的で行 う際 には分析 に必要な情報の一部が個票 に含 まれていない ことが多 い。 この場合,

個票 自体 には含 まれていない情報 を他 の調査 か ら得て,何 らかのキーを用いて結合 した上 で処理す ること

になる。個票デー タの使用 目的が再集計であれば 再集計範 囲での特性値(平 均 や標準偏差 など)が 必要

な誤差範囲に収 まれば問題 は生 じないが 個票 デー タ自体 を個人の行動分析 に用いる場合 には集計 による

平均化が期待で きないだけに慎重 な処理が必要 となる。

この ことを簡単 な例で示 そ う。表1は 仮想 的な調査1か ら得 られたデー タA,Bと 調査2か ら得 られた

デー タCを 何 らかの方法 で結合 して作成 したデ.__.タセ ッ トの一部 を示 している。 このデータセ ッ トを地

域 ごとの再集計に用 いた場合,結 果は表2の ようにな り地域 「い」 と地域 「ろ」 はデータA,B,Cか らみ

てかな り似た地域 と判 断で きる。 しか し,デ ータAと デー タCを 個別 にプロッ トした図1を 見 る と,二

つの地域 間で はデータAと デー タCの 関係が逆 になっている。 デー タAと デー タCは 別 の調査 で得 られ

たデー タを結合 してい るため,図1に 示 したような傾向の違 いが本当 にデ0タ の性質 による ものか,結 合

時の手法 の問題 なのか を判別す ることは困難である。

実際にはこの ように極端 な差が出ることは稀であると期待 されるが,こ の例は,デ ー タ結合 時には得 ら

れる情報 を可 能な限 り利用することが望 ましい ことを示 してい る。

本稿 では,全 国消費実態調査の実物資産額推計に用い られている地価公示 ・地価調査 データとのマ ッチ
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表12つ の調査 を結合 したデー タセ ッ ト例

レコー ド番 号 地域
調査1 調査2

デー タA デー タB デー タC

1 い 10.0 5.0 16.5

2 い 20.0 10.3 31.2

3 い 30.0 15.9 46.7

4 ろ 10.0 5.7 46.1

5 ろ 2α0 10.6 31.0

6 ろ 30.0 15.7 16.2

表2地 域別集計結果

変数名 地域 平 均 標準偏差

デー タA
い 20.0 10.0

ろ 20.0 10.0

データB
い 10.4 5.5

ろ 10.7 5.0

デー タC
い 31.5 15.1

ろ 31.1 15.0

図1デ ータA,Cの 地域別 プロッ ト
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ングを例 に取 り,総 務省統計局が集計用 に採用 しているマ ッチ ング方法 と(高 山他1989)で 用 い られた

方法,さ らに筆者 が 「全 国消費実態調査」の個票か ら土地資産額を推計す る際に用 いた地理情報 を援用 し

たマ ッチ ング手法 を比較 し,マ イクロデー タ分析 における地理情報の重要性 を確認す る。

2.「 全 国消費実態調査」地価推定の方法

「全国消費実態調査」 は総務省統計局が5年 に1回 行 っている調査であ り,国 民生活の実態 について家

計収支,貯 蓄 ・負債,耐 久消費財,住 宅 ・宅地な どの家計資産 を総合的に明 らかにす ることを目的 として

いる。 しか しなが ら,住 宅や宅地 については,所 在地(調 査 区あるいは市 区町村)お よび面積 の情報は調

査 されている ものの,価 格 は調査対象 となっていない。そのため,土 地資産額の推定 を行 うためには何 ら

かの地価情報 とマ ッチ ングを行 い,単 位面積あた りの価格 を求める必要がある。

わが国で土地の取引価格の指標 として調査 ・公 開されているデー タとしては国土交通省が毎年公表 して

い る公示価格 と,都 道府県が公開 している地価調査が一般的に利用 され る。他の価格指標 としては路線価

や固定資産評価額な どもあるが,土 地資産評価 としては転売時 にどの程度の価格 になるかが重要であるこ

とを考慮する と,取 引時の参考 として公開 されている地価公示 ・地価調査 のデー タを用いるケースが多い。

そ こで問題 となるのが全 国消費実態調査 と地価公示 ・地価調査のデー タのマ ッチ ング方法である。地価

公示 ・地価調査 はそれぞれ標準地 基準地 とい うポイン トでの価格 を公表 している ものであ り,た とえ全

国消費実態調査の調査 区に地価公示や地価調査 の調査地点が入 っていたとして も調査 区内の全ての土地の

単価が調査地点 とあま り差が ないか どうかは定かでない。 また,そ もそ も調査区の中に調査地点が存在す



地理情 報 を利用 した探索 的デー タマ ッチ ングの試 み
一35一

るか否か も全 く保証 されない。

以下で は,総 務省統 計局が 「全 国消費実態調査」の集計表 を作成す る際 に利用 している方法(高 山等

1989)で 個別世帯 の資産推計のために用い られた推定方法,及 び筆者が個別世帯 の資産推計のため に用 い

た方法 を概観する。

2.1総 務省統計局の方法

総務省統計局は集計データを作成す るために土地資産 を評価 している。そのため各世帯デー タへのマ ッ

ピングについては(1)現 居住地宅地(2)現 居住地以外 の宅地,の2つ に区分 して比較的単純な方法 で

行 っている。

(1)現 居住地宅地

宅地単価 は,各 調査単位区(国 勢調査での近接 する2つ の調査区 をま とめた もの)に 最 も近 い地価公示

の標準地あるいは地価調査の基準地を選び,そ の1平 方メー トルあた り評価額 を用いる。標準地あ るいは

基準地が十分な密度で存在 していればこの方法はかな りよい近似 を与 えることが期待 で きるが,残 念 なが

ら町村 レベ ルでは標準地 と基準地 を合 わせ て も高々数件 とい うケース が少 な くない。 この場合 「最 も近

い」 といっても,場 合によってはkm単 位で離 れている可能性 もあ り,果 た して どの程度適切 な近似 とな

っているかは疑 問である。

ただ し,こ の推計はあ くまで集計用の推計であるか ら,集 計範囲が広 ければあま り問題は生 じない可能

性が高い。

(2)現 居住地以外の宅地

所在地情報 を市区町村単位で しか調査 していないため,地 価公示 および地価調査 の調査地点の うち,当

該市区町村 に含 まれる 「住宅地」お よび 「市街化調整 区域内現況宅地」 を抽 出 し,中 位数を評価額 とす る。

この方法か ら分か るように,同 一の市区町村 に含 まれる現居住地以外の宅地 は全て同 じ価格 として扱 われ

ている。 しか しなが ら,市 街化調整区域 内の現況宅地については転売後 に住宅建設が可能である保証が な

いことを考 えれば過大推定 となっている可能性 は否めない。

2.2「 日本の家計資産 と貯蓄率」法

(高 山他1989)で は土地面積 を調査 していない年度の全 国消費実態調査デー タを用いて計算 しているた

めまず住宅敷地面積の推計か ら行 い,推 計 した面積 に調査区が存在す る市 ・郡別の用途 区分住宅地の公示

価格分布 から求めた中位数 を価格 として乗 じている。 この際 公示価格 の件 数が少 ない郡部では,近 隣市

部の地価の第1・ 十分位 または第1・ 四分位 を郡 部の地価 として用いた としている。つ まり,同 一市郡 に

含 まれる調査区については同一の地価 を用 い,な おかつ郡部では公示価格の件数が少なければ近隣市部の

データで近似する4)と いう方法 を用 いていることになる。

2.3地 理情報 を用いた推計方法

属性区分

全 国消費実態調査 の調査票5)で は現居住地宅地 とそれ以外の宅地で は調査項 目の細か さにかな りの差が

あ る。現居住地宅地 については,建 物設備 として水洗式便所,風 呂 ・シャワー,都 市 ガス,プ ロパ ンガス

の有無や業務用 部分 の面積 耕地面積 な どの追加情 報があるが,そ れ以外 の土地 については単 に所在地

(市 区町村 レベ ル)と 面積のみの調査 となっている。一方,地 価公示あ るいは地価調査 では調査地点の住

所,単 位面積 あた り価格 面積 土地の形状,利 用区分,ガ ス ・水道 ・下水の有無,最 寄 り駅 までの距離,

建坪率 ・容積率 区域 区分,利 用現況 周辺地利用現況 などの情報が公開 されている。

4)(高 山他1989)に は近 隣市 部の第1・ 十分位 と第1・ 四分位の使 い分 け基準 は書 かれ ていない。

5)以 下,特 に コメ ン トしない場合 は平成11年 調査 の調査 票での調 査項 目を前提 とす る。 当然,年 次 に よっては ここで利用 した属 性 を

調査 してい ないこ ともある。
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これ らの情報の うち,住 所情報以外で実際にマ ッチ ングに使 えるもの を選ぶ と表3の3属 性 になる。こ

れ らの属性は,(1)属 性 ごとにある程度の地価情報が存在す る,(2)属 性 によって地価 が大 きく変動する,

(3)全 国消費実態調査 のデー タか ら推定可能 である,の3つ の条件 を満た してい る。3属 性がそれぞれ2

つの値 を取 り得 るので組合せ数 は8通 りとなるが,実 際には地価データ数があ まり多 くない組合せ もある。

サ ンプル数不足か ら市 区町村 ごとに安定 した推 定値が得 られ ない可能性 もあるため,実 際には表4に 示 し

た10種 類 の組合せお よび市 区町村全体 に よる中央値お よび平均値 を地価 データとして計算 した。表4の

件数 は,平 成11年 の地価公示デー タに含 まれる当該属性 を満 たす標準地数である。現居住地以外 の家計

資産推定 には,属 性 を付 けない中央値 を用 いる。

サンプル数の確保と地理情報

属性 を細か く分 けた ことにより,市 区町村単位での集計 では十分な件数の地価 データが得 られず,安 定

した推定値 を計算す ることが困難になるとい う問題が生 じる。地価 データサ ンプル数の不足 に対 し,(高

山他1989)で は郡 部について は郡単位 での中央値 を計算 す る,あ るいは近 隣の市部デー タの一部を利用

す るといった処理 を していた。本稿 では,郡 の ようにあ ま り意味の ない行政単位 よ りも実際に人々が移動

する距離 に着 目して中央値 を計算する範囲 を選ぶ ことを試 みる。具体 的には,着 目している市区町村 の役

所 ・役場 か ら隣接す る市 区町村 の役所 ・役場 までの距離 を計算 し,近 い市区町村か ら順次中央値 を計算す

る範 囲に加 えてい くとい う方法 を採 用 した。範囲拡大 を打 ち切 る基準 は,(1)平 均の90%信 頼区間の幅

が平均値の10%以 下 にまで縮小 した,(2)計 算 に用いた地価の数が50カ 所 を越 えた,(3)計 算 に用いた

市 区町村 の数が9を 越 えた,の いずれかの条件が成立 した場合である。 この際 各市 区町村役所 ・役場の

座標 は国土交通省が公表 している国土数値情報の経緯度データか ら得た。

この場合であって も郡部の地価デー タに近隣市区の地価 データをその まま入れた場合 には都市 中心部の

極端 に高い地価 が入 り問題が生 じる可能性があるため,郡 部のデータに市のデータを加 える場合 は当該市

内での中央値以下のデー タのみを,区 のデー タを加える場合 には当該区内での第1・ 四分位以下 のデータ

のみを用 いている。

さて,こ こまでの考察が どの程度妥 当であるか,実 際の地価公示デー タを地図上にプロッ トしたデータ

で観察 してみ る6)。図2は 静岡県東部の1999年 の地価公示 データを地図上 にプロッ トした ものである。○

で表示 されているポイ ン トは市街化 区域内の標 準地 △で表示 されているポイン トは調整区域内の標準地

を表 してお り,各 ポイ ン トの色 はこの範囲での地価 の四分位数 になるように塗 り分 け られている。色が濃

い方が安 く,色 が薄い方が高い地点を表 してい る。

まず,調 整区域 と市街化 区域 を比較する と,調 整 区域内の標準地は一 カ所 の例外 を除 き全 て第1・ 四分

位以下の地価 となっている。この ことは,表4で の大 きな属性 区分 として市街化 区域 とそれ以外 を用 いた

ことが妥当であることを示 している。

次に,地 価 デー タの件数が少 なす ぎる際に,郡 単位 で集計する方法 と距離 を重視 して集計する市区町村

を決定す る方法 を比較 してみ る。 図3の 影 をつ けた部分 は,こ の地域 の郡部(田 方郡)に 含 まれる町村7)

を示 している。い ま着 目してい る町が田方郡北端で三島市,沼 津市 と接 している函南町であると仮定 しよ

う。函南町の地価公示標準地は7カ 所8)あ るが,住 宅地のデータは南西部に集中 してお り,比 較 的地価が

高い。 しか し,函 南町の地価 を求めるため に田方郡全体の標準地データを用いて計算 した場合は,南 の町

に多 くある低地価 の標準値 の影響 を受けて過少推定 となると予想す る。

6)◎ZENRIN,許 諾 番号ZO6B一 第2092号 の地 図利用

7)平 成16年,17年 に田方郡 の多 くの町村 が合併 したため,平 成18年1月 現在 の 田方郡 に属 す る町 は函 南町 だけ であ る。 ここでの 図

示 は平成11年 当時 の田方郡 を用い ている。

8)図 で はデー タ点 が近す ぎて重 な って見 えるため6カ 所 しか見 え ない。
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全国消費実態調査 地価公示

都市ガスの有無

耕地の有無

業務用面積の有無

ガス供給の有無

市街化地域/調 整地域

事務所併設住宅/住 宅のみ

図2静 岡県東部の標準地分布と地価
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資 料 出 所:国 土 交 通 省 「地 価 公 示 」 平 成11年 よ り筆

者 作 成

図3郡 単位での集計

資料出所:国 土交通省 「地価公示」平成11年 より筆

者作成

図4距 離 を基準 とした集計(イ メージ)

資料出所:国 土交通省 「地価公示」平成ll年 より筆

者作成
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表4地 価公示における属性ごとの標準地数

属性の組合せ

非市街化区域,ガ スあ り

非市街化区域,ガ スなし

非市街化区域全域

市街化区域 ガスあり,事 業併設

市街化区域,ガ ス有 り,事 業なし

市街化区域,ガ スあり

市街化区域,ガ スなし,事 業併設

市街化区域 ガス無し,事 業なし

市街化区域,ガ スなし

市街化区域全域

件数

its

1499

1615

1842

12227

14069

1191

8127

9318

23387

資料出所:国 土交通省 「地価公示」平成11年 より筆
者集計

一方
,図4は 着 目している町か らの距離 を基準 に集計範囲を作成するイメージ9)を表 している。函南町

を中心 に集計範囲 を広 げた場合 には,北 隣にある三島市 と南 隣にある韮 山町が まず集計対象 になるが,三

島市のデータについては 「町村の地価 を推計 している際 には市のデー タは中央値以下のみ利用す る」 とい

うルールによ り市の中心部にある地価の高い部分 は推計 に使 われない。一方,韮 山町 につ いては全データ

が推計用 デー タとして用い られることにな り,市 部の中心デー タによるバイアス を排除 しつつ,デ ー タの

件数 を増 やす ことがで きる。

3.推 定方法の比較

ここでは,上 記の方法 で家計資産推定時の地価 を割 りあてた場合 にどの程度の割当が可能か を静岡県 田

方郡函南町のデー タを例 に計算 してみる。

3.1総 務省統計局方式

総務省統計局が用いている方法 は,調 査区に最 も近い標準地あるいは基準地の地価 を調査 区の地価 とし

て採用す るとい う方式である。図2に 示す ように,地 価情報 は町内で均一 な分布で採 られているわけでは

ないため,調 査区をランダムに選択 して町内の平均 を考えた場合,地 価情報が疎 に分布 している部分のウ

ェイ トが高 くなる。実際の分布 では地価情報が疎な部分は相対的に地価 が低い地域 に相当 してお り,全 体

と しては過少評価 になる可能性 がある。 ただ し,全 国消費実態調査 の調査 区は国勢調査調査 区を流用 して

い るため,同 じ大 きさのメ ッシュ として分布 しているわけではないため,実 際に どの程度の差があるかの

評価 は難 しい。

3.2「 日本の家計資産 と貯蓄率」方式

(高 山他1989)で の推計方法 は,郡 部 については郡内での中央値 を採用す るとい うものであった。つ

ま り,郡 内の地価 は どこも同 じであると仮定 していることになる。 田方郡 について中央値を計算 した結果

は表5に 示す ように104,000円/平 米であ り,実 際の地価 とはか な りの乖離がある。郡単位 よ り大 きな範

囲での集計用 に用 いるならば問題 は少ないか もしれないが,個 別の家計資産 として評価する際には注意が

必要である。

9)実 際の処理 では,役 所 ・役場間 の距 離 を用 いて市区 町村 単位で集計範 囲 を拡 大 して い くため,単 純 な円で は図示 で きない。
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表5地 理マッチングと郡名 を用いた中央値の比較
(円/m2)

標準地名 市街化P ガス? 事業併設? 地価公示 地理マ ッチ ング 田方郡中央値

函 南 一1 Yes No No 137000 119500 104000

函南一2 Yes Yes No 105000 136000 104000

函南一3 Yes No No 125000 119500 104000

函南一4 Yes No No 103000 119500 104000

函南10-1 No No No li 87500 104000

函南10-2 No No No 94500 87500 104000

函南10-3 No No No 33300 87500 104000

資料出所:国 土交通省 「地価公示」平成11年 より筆者推計

3.3地 理 マッチングを用いた割当方式

本稿で提案 している方式での割当の結果 を表5の 地理マ ッチ ング欄 に示す。郡名 によって得た中央値 よ

り公示価格 に近いデー タが得 られていることが分かる。例 えば函南一1の 地価 は,函 南町,韮 山町,三 島市,

清水 町,伊 豆長岡町の5市 町10カ 所 のデータか ら得 られた中央値 となっている。 これ らの市町の うち,

函南町 と同 じ田方郡 に属す るものは韮 山町,伊 豆長岡町だけであ り,三 島市 と清水町のデータは郡名ベー

スでの集計では用 いられなかったはずのデー タである。地理的条件 を用 いたデータマ ッチ ングによって改

善 された部分 と考 えていいだろう。

4.ま とめ と考察

既存の2つ の方法は,い ずれも地価 に付 随す る土地の情報 例 えば上下水 道の有無や都市 ガスの有無,

土地が市街化地域 にあるか調整区域 にあ るかなどの条件 を一切無視 して単純 に距離や同一行政単位 に存在

する とい う部分だけを利用 してい る。 この理 由を推測す ると,お そ らく地価公示 や地価調査の調査地点数

があま り多 くないため,属 性 によって区分すると行政単位 内で特性値 を計算で きない程度の数になって し

まうか らであろう。つ まり,デ ータの制限のため,本 来な らば区分 したい属性 を無視 してい ると予想 する。

しか しなが ら,土 地の資産価値 を考 える際にこれ らの属性 を無視す ることによ りか な りの推定バ イアス

が生 じる。例 えば市街化調整区域 は原則的 に住居の建設が制 限されてお り,現 況 で住宅 となっているか ら

といって転売後 もそこに住宅が建設可能である保証はない。 この場合,同 じ行政単位内に存在 していて も,

市街化地域 と調整 区域の単位面積あた りの資産価値 が同一であると考 えることは個別世帯 の資産推定 とい

う観点か らは問題が多い。

本稿で提案 した地理情報 を用 いたマ ッチ ング方法は,地 価情報のサ ンプル地点が少 ないために属性別の

集計が困難 となってい る問題を解決する一つの方法である。確かに計算量は増 える ものの,本 稿 で行 った

程度の探 索的マ ッチングであればパーソナル コンピュータの処理速度で も問題な く実行可能 であ り,個 票

デー タを扱 う場合 は単純 なコー ドマ ッチ ングではな く,デ ータの内容 に応 じて地理的な情報 をも加味 した

探索的マ ッチ ングを行 うこ とが望 ましい。
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